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1 序章 

2019 年 9 月、さいたま市で小学 4 年生の男児

が父親に殺害された。犯人が逮捕される前から

父親が男児と血縁のないことが報道されており、

「犯人は父親ではないか」と世間を騒がせてい

た。これは血縁関係のない者による虐待事件が

度々報道されているためであろう。しかし、虐

待死の加害者の内訳をみると、血縁のない者は

1 割程度であった。にも関わらず、血縁のない

者による虐待が重大事件になってしまうのは、

ステップファミリーという家族形態が関係して

いるのではないかと考えた。先行研究によれば

ステップファミリーは固有の問題を抱えている

にも関わらず、公的な相談窓口がなく当事者を

孤立させてしまっているという。また、ステッ

プファミリーの問題として子ども虐待をめぐる

問題が挙げられている。これを防ぐためには、

ステップファミリーと虐待の関連を明らかにす

る必要があると考えた。そこで本論文では、ス

テップファミリー内で起こる虐待の実態を明ら

かにするとともに、その虐待の何が一番問題で

あるかについて子どもの権利の視点から検討す

ることを目的とする。その際には、子どもの虐

待死亡事例検証報告書を用い、「家庭内において

実親がどのような役割を担っていたか」という

視角から子どもの権利侵害について検討する。 

2 ステップファミリーと子どもの権利 

 第 1 章では、ステップファミリーについての

情報を整理し、子どもの権利との関連について

言及した。ステップファミリーとは、広義では、

婚姻関係はなくとも同居して生活を共にしてい

る場合も含まれる（緒倉・野沢・菊池 2018:11）。

わが国においてステップファミリーの数に関す

る調査は行われていないものの、おおよそ 3 組

に 1 組が再婚家庭であることや、「ひとり親と

子供からなる世帯」が増加傾向にあることから、

ステップファミリーやその予備軍が一定数存在

することがわかる。権利侵害としては、ステッ

プファミリーの子どもの多くが経験している親

の離婚や再婚によって、父母によって養育され
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る権利、父母の離婚に際する子どもの意見表明

権が侵害される危険性があり、最終的に子ども

の最善の利益が侵害される危険がみえてくる。 

3 ステップファミリーにおける問題 

第 2 章では、ステップファミリーにおける問

題を整理し、虐待と子どもの権利の関連につい

て言及した。ステップファミリーには、親子・

夫婦・カップル関係の始点が初婚家族と異なる

ため特有の難しさがあり（野口・小野 2019:28）、

公的な相談窓口がなく、当事者を孤立させてし

まっている（小榮住 2020:30）といった現状が

ある。また、ステップファミリーとして成功す

るためには、「同居親がしつけの主たる担い手に

なり、継親はしつけ役割から距離を置くこと」

（野沢・菊池 2014:75-76）、「同居親が子どもと

継親（パートナー）との間で媒介者の位置に立

ち、親として（保護やしつけなど）の役割を積

極的かつ継続的に果たすこと」（野沢 2015:79）

が重要であるという。権利侵害としては、虐待

によって、生命、生存・発達への権利、虐待か

ら守られる権利、健康・医療への権利、生活水

準の権利が侵害される。 

4 子どもの虐待死亡事例検証報告書の

分析 

第 3 章では、子どもの虹情報研修センター「児

童虐待による死亡事例等の検証・地方自治体報

告書」を用いて、ステップファミリーにおける

虐待の実態及び実親の役割に着目して分析を行

った。第一に、加害者の特徴として、①男性②

実母も加害者③戸籍上は子どもとの繋がりがな

い者という 3 つが、家族構成と年齢の特徴とし

ては、①実母が若年出産を経験している②実母

とともにパートナーも若年である③本児に異

母・異父、義理のきょうだいがいることという

3 つが確認できた。加えて、大半が身体的虐待

により死亡していること、関係機関は情報不足

によりステップファミリーに適したアセスメン

トを行えていなかったことが確認できた。第二

に、ステップファミリーにおける実親の役割に

着目した結果、多くの事例においてしつけの役

割分担ができていなかったこと、実親がパート

ナーの虐待行為を隠ぺい・容認したり、さらに

は実親も一緒になって子どもを虐待していたこ

とが確認できた。 

5 終章 

報告書の分析から導き出した連れ子虐待の一

番の発生要因は、当事者、社会、関係機関がス

テップファミリーに関する知識や情報、支援方

法に関して認識不足であることといえよう。加

えて、虐待が発生したステップファミリーの子

どもは、「実親に養育される権利」を侵害された

上、虐待により「生存と発達についての権利」

や「虐待等から守られる権利」が侵害され、「子

どもの最善の利益」が損なわれることとなる。

あらゆる権利侵害が同時に起こるこれらの状況

こそが、ステップファミリーにおける虐待の最

大の問題であるといえよう。本論文の限界は、

「加害の動機」に関する分析ができなかった点、

虐待事件や殺害事件もみるべきであったが、物

理的な限界があり、今後の課題とする。 
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